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常務取締役 伊藤 亘
https://www.salon-old.jp

LIFE加算を正しく理解、正しく算定
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ＬＩＦＥの背景
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厚生労働省が科学的根拠に基づき、より良いサービス
を利用者へ提供できるように構築した介護情報システ
ム（＝データベース）。
入力（提供）された利用者データを基にLIFEが分析し
分析結果を施設側にフィードバックする仕組み。
施設は利用者データを入力（提出）する事で様々な
加算が算定できる。（CHASE＋VISIT＝LIFE）

ＬＩＦＥとは
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LIFE
Long-term care Information system For Evidence

（科学的介護情報システム）



ＬＩＦＥの仕組み

＊訪問介護や居宅系（ケアマネ）などは、まだ始まっていない

の
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護
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ー
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で
ス
タ
ー
ト
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ＬＩＦＥの仕組み

R3.4月介護保険改正

基本改正 加算等改正

単独型 加算連携型

・基本報酬
・算定要件
・運営基準
・コロナ特例
・etc・・

・算定要件
・人員基準
・新しい加算
・etc・・

加算関係なく単独で算定可能
・科学的介護推進
・ADL維持等加算
・栄養アセスメント加算

加算の算定が条件
・個別機能訓練加算（ⅱ）
・口腔機能向上加算（ⅱ）

紐
づ
くLIFE
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ＬＩＦＥ加算と売上

①【地域密着通所介護】 ３時間以上４時間未満（半日型）

（現行）基本報酬（４１５単位）＋個別機能訓練加算ⅰ（イ）（５６単位）
＝４，１５０円＋５６０円＝4，７１０円

Aさん 要介護１

個別機能訓練加算ⅱ（２０単位）＋科学的介護推進（４０単位）
＝２００円/月＋４００円/月＝６００円

合計４，７１０＋６００円＝５，３１０円

LIFE加算を上乗せ

来年よりADL維持等加算ⅱを算定

５，３１０円＋ADL維持等加算ⅱ（６０単位）
合計５，３１０円＋６００円＝５，９１０円

何も加算しない基本報酬（４，１５０円）より１，７６０円アップ!
×

要介護者数
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①【LIFE】システムのダウンロード
②ダウンロード後、【LIFE】画面から登録申請
③事業所のパスワード、ＩＤが厚労省から郵送で送られてくる
④【LIFE】に事業所を登録

ＬＩＦＥ登録までの流れ
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利用上の注意：パソコンの環境設定の確認
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ＬＩＦＥ登録までの流れ

－スタッフの登録－
【管理ユーザー】

システム全体の管理を行う。
スタッフのパスワードやID管理、
事業所登録から個人情報登録まで
の入力を行う
登録者：１名

【操作職員】
主に加算に関わる様式の入力を行う
パスワード、IDを持つ
登録者：複数可能

【記録職員】
LIFEに直接関わる事はない
個人記録などを管理者、操作職員に
伝達
パスワード、ID登録なし



ＬＩＦＥ利用までの流れ
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管理ユーザーのメニュー画面

操作職員のメニュー画面



ＬＩＦＥ利用までの流れ
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基本情報

加算情報
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ＬＩＦＥ加算の算定



■個別機能訓練加算(ⅱ) ２０単位／月
-算定要件-

☑個別機能訓練加算（ⅰ）イまたはロを算定。
☑個別機能訓練計画書・生活機能シート・興味関心シートを翌月１０日までにLIFEへ入力
☑概ね３ヵ月１回上記の作成

(加算連携型)  個別機能訓練加算ⅱ

生活機能シート
（提出義務：訪問して確認）

個別機能訓練計画書
（提出義務）

興味・関心シート
（任意提出）
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自
宅
訪
問
日



■科学的介護推進体制加算 ４０単位／月

-算定要件-
☑『科学的介護推進に関する評価（通所・居住サービス）』シートを作成し
翌月１０日までにLIFEへ入力(提出）

☑その後は６ヵ月ごと作成提出

（単独型） 科学的介護推進加算
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■ＡＤＬ維持等加算(ⅰ) 30単位／月

-算定要件-
☑評価期間の設定：本年度中（令和３年４月～３月）にBarthel Indexを

２回測定すると来年より加算可能

イ）利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が６月を超える者）の総数が
10人以上であること。

ロ）利用者等全員について利用開始月と当該月の翌月から起算して６月目
（６月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月）に
おいてBarthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、
測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出。

ハ）利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から
利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除し、初月のADL値や要介護認定の
状況等に応じた値を加えて得た値（調整済ＡＤＬ利得）について、
利用者等から調整済ＡＤＬ利得の上位及び下位それぞれ１割の者を除いた
者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を
平均して得た値が１以上であること。

（単独型） ADL維持等加算ⅰ
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■ＡＤＬ維持等加算(ⅱ) 60単位／月

-算定要件-
イ）ADL等維持等加算(ⅰ)イとロの要件を満たすこと。
ロ）評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が２以上であること

（単独型） ADL維持等加算ⅱ
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

利用開始月
BI測定

起算月 測定月
BI測定

LIFE入力 LIFE入力

６ヵ月

評 価 期 間（令和３年４月～令和４年３月）

－算定方法－
①評価期間：令和３年４月～令和４年３月
②評価対象：要介護者全員
③測定方法：Barthel Index（LIFE入力）
④測定期間：６ヵ月間（初回は起算月より）
⑤測定変換：Barthel Indexの点数を調整済ADL利得値に変換
⑥加算算定：上記⑤の結果により（ⅰ）or(ⅱ）を来年から算定
⑦途中退所と評価期間内に２回測定できない人は対象外（総数にカウントしない）
⑧２期目以降は、施設として評価しているので新規者にも加算できる（１回の測定でも）

例）６月に初回BI測定した場合

＊本年度内にBI測定を２回測定する事

（単独型） ADL維持等加算 i・ⅱ
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フィードバック情報

全国の統計データ
が出る!?
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まとめ ～LIFE活用までの５ステップ～

①LIFE加算の事前確認
・どの加算を算定するか？（単独・連携）
・いつから始めるか？
・ケアマネへの説明、ご利用者への説明・同意

②LIFEへの登録
・LIFE申込
・使用パソコンの決定・利用環境の確認
・管理者、操作職員、記録職員の決定

③入力方法の確認
・介護記録ソフトorLIFE直接入力

④データ入力
・誰がどの情報を入力するか？
・操作マニュアルの確認

⑤フィードバックの確認
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令和３年11月１日以降のお問い合わせ受付体制について

【LIFE ヘルプデスク連絡先】
・お問い合わせフォーム：LIFE web サイトからご参照ください。

・E-mail：life@toshiba-sol.co.jp 
（「お問い合わせフォーム」の方が早く確実に回答することが可能です）

・緊急時電話番号：03-6812-7823 
※上記番号にお掛けいただくと厚生労働省老健局老人保健課に直接繋がります。
※受付時間：平日 10:00～16:00（年末年始を除く）

ヘルプデスク

令和３年９月２７日 厚労省発＜介護保険最新情報 Vol.１０１０＞
『科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）に関するお問い合わせの受付体制について』より
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ご清聴有難うございました

■製品お問合せ先

株式会社192-0031
東京都八王子小宮町７８５番地４（八高線「小宮駅」下車徒歩１分）

T:０４２-６４９-５７２０ F:０４２-６４９-５７２１
URL:https://www.salon-old.jp
伊藤亘：w-ito@salon-old.jp

LIFEの概要

〇『動画で学ぶ！個別機能訓練加算ⅰのポイント』
〇『動画で学ぶ！ADL維持等加算』

https://www.salon-old.jp/r3kaigohokenkaisei/


